
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
教
育
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
一
個

２

前
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
教
育
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
一
個

の
専
攻
に
限
り
、
博
士
課
程
（
前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に

の
専
攻
に
限
り
、
博
士
課
程
（
前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に

お
け
る
前
期
の
課
程
を
除
く
。
）
を
担
当
す
る
教
員
の
う
ち
同
項
の
資
格
を
有
す

お
け
る
前
期
の
課
程
を
除
く
。
）
を
担
当
す
る
教
員
の
う
ち
同
項
の
資
格
を
有
す

る
者
（
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
八
条
第

る
者
（
大
学
院
設
置
基
準
第
八
条
第
三
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を

三
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
が
こ
れ
を

受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
授
業
の
方
法
等
）

（
授
業
の
方
法
等
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

大
学
院
設
置
基
準
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十

２

大
学
院
設
置
基
準
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
大
学
設
置
基
準
第
二
十
五
条

一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
多
様
な
メ
デ

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
授
業
を
行
う
教
室

ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
授
業
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修
さ
せ
る
こ
と

等
以
外
の
場
所
で
履
修
さ
せ
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
十
分
な
教
育
効
果
が
得

は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
十
分
な
教
育
効
果
が
得
ら
れ
る
専
攻
分
野
に
関
し
て
、
当
該

ら
れ
る
専
攻
分
野
に
関
し
て
、
当
該
効
果
が
認
め
ら
れ
る
授
業
に
つ
い
て
、
行
う

効
果
が
認
め
ら
れ
る
授
業
に
つ
い
て
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
三
十
年
度
ま
で
の
間
、
教
職
大
学
院
に
お
け
る
第
五
条
第
二
項
の
適
用
に

２

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
間
、
第

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
一
個
の
専
攻
に
限
り
、
博
士
課
程
（
前
期
及
び
後
期
の
課

五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
の
数
の



程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に
お
け
る
前
期
の
課
程
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

三
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
大
学
設
置
基
準
第
十
三
条
に
規
定
す
る
専
任
教

学
部
の
専
任
教
員
又
は
修
士
課
程
若
し
く
は
博
士
課
程
」
と
、
「
同
項
の
資
格
を

員
の
数
及
び
大
学
院
設
置
基
準
第
九
条
に
規
定
す
る
教
員
の
数
に
算
入
す
る
こ
と

有
す
る
者
（
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
八

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
大
学
院
設
置
基
準
第
九
条
に
規
定
す
る
教
員

条
第
三
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と

の
う
ち
博
士
課
程
の
後
期
の
課
程
を
担
当
す
る
教
員
の
数
に
は
、
第
五
条
第
一
項

あ
る
の
は
「
、
同
項
の
資
格
を
有
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
規
定
す
る
専
任
教
員
の
数
の
す
べ
て
を
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同

３

学
校
教
育
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学

条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
を
兼
ね
る
こ
と
の
で
き
る
者
の
数
は
、
博
士
課

省
令
第
十
五
号
）
第
七
条
に
よ
る
改
正
前
の
大
学
院
設
置
基
準
第
三
十
一
条
に
定

程
（
前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に
お
け
る
前
期
の
課
程
を
除

め
る
大
学
院
の
課
程
の
う
ち
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成

く
。
）
を
担
当
す
る
教
員
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
教
員
の

十
一
年
文
部
省
令
第
四
十
二
号
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
設
置
基
準
第

数
の
三
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

十
三
条
に
規
定
す
る
専
任
教
員
の
数
に
算
入
さ
れ
る
教
員
を
も
っ
て
そ
の
教
員
の

一
部
と
す
る
も
の
が
専
門
職
学
位
課
程
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
六
年

度
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
設
置
基
準

第
十
三
条
に
規
定
す
る
専
任
教
員
の
数
に
算
入
さ
れ
る
教
員
を
も
っ
て
専
門
職
大

学
院
の
教
員
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


